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【公表番号】特表2011-523915(P2011-523915A)
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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年11月28日(2011.11.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ処理システムに関連し、一連の航空機の一連の航空機用ソフトウェアパーツを管
理するライブラリー；
　複数の航空機用ソフトウェアパーツを受信し、ライブラリーへ一連の航空機用ソフトウ
ェアパーツを送信できる受信モジュール；
　ライブラリーと通信し、一連の航空機クライアントに対応できるプロキシ・サーバー；
　一連の航空機のうちの一の航空機の機内電子配信システムであって、一連の航空機クラ
イアントのうちの一の航空機クライアントであり、プロキシ・サーバーを介してライブラ
リーから航空機の航空機用ソフトウェアパーツを受信できる機内電子配信システム；及び
、
　航空機の機内電子配信システムへ航空機用ソフトウェアパーツを送信するための代替ル
ートを提供するポータブルソフトウェアメンテナンスツール
を備える、航空機用ソフトウェアパーツ管理装置。
【請求項２】
　ライブラリーにより、航空機用ソフトウェアパーツを含むクレートが作成され、航空機
用ソフトウェアパーツがクレートに格納されて機内電子配信システムへ送信される、請求
項１に記載の航空機用ソフトウェアパーツ管理装置。
【請求項３】
　プロキシ・サーバーに接続して航空機用ソフトウェアパーツを受信するポータブルソフ
トウェアメンテナンスツールが、航空機用ソフトウェアパーツとともに機内電子配信シス
テムを備える航空機上へ移動され、機内電子配信システムへ航空機用ソフトウェアパーツ
を転送するために、機内電子配信システムへ接続される、請求項１に記載の航空機用ソフ
トウェアパーツ管理装置。
【請求項４】
　航空機用ソフトウェアパーツが、クレートに格納されてライブラリーから機内電子配信
システムへ移動される、請求項１に記載の航空機用ソフトウェアパーツ管理装置。
【請求項５】
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　複数の航空機用ソフトウェアパーツを管理するための、コンピュータによって実行され
る方法であって：
　ライブラリーに航空機用ソフトウェアパーツを保存すること；
　航空機用ソフトウェアパーツに対する航空機を特定して、特定された航空機を形成する
こと；
　ライブラリーからプロキシ・サーバーへ航空機用ソフトウェアパーツを送信すること；
及び
　プロキシ・サーバーから特定された航空機上の機内電子配信システムへ航空機用ソフト
ウェアパーツを送信すること
を含む、コンピュータによって実行される方法。
【請求項６】
　プロキシ・サーバーから特定された航空機上の機内電子配信システムへ航空機用ソフト
ウェアパーツを送信するステップが、
　通信リンクを使用して、プロキシ・サーバーから特定された航空機上の機内電子配信シ
ステムへ航空機用ソフトウェアパーツを送信すること
を含む、請求項５に記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項７】
　プロキシ・サーバーから特定された航空機上の機内電子配信システムへ航空機用ソフト
ウェアパーツを送信するステップが、
　ポータブルソフトウェアメンテナンスツールを使用して、プロキシ・サーバーから特定
された航空機上の機内電子配信システムへ航空機用ソフトウェアパーツを送信すること
を含む、請求項５に記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項８】
　プロキシ・サーバーを介してライブラリーから機内電子配信システムへコマンドを送信
して、航空機からデータをダウンロードすること；及び
　コマンドの送信に応答して、プロキシ・サーバーを介してライブラリーでデータを受信
すること
をさらに含む、請求項５に記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項９】
　ポータブルコンピュータ上で、ライブラリーからソフトウェアメンテナンスツールへ航
空機用ソフトウェアパーツを送信すること；
　航空機用ソフトウェアパーツを有するポータブルコンピュータを航空機へ移動すること
；
　ポータブルコンピュータを航空機へ移動した後に、ソフトウェアメンテナンスツールと
航空機上の機内電子配信システムとの間に通信リンクを確立して、確立された通信リンク
を形成すること；及び
　確立された通信リンクを介して、ソフトウェアメンテナンスツールから機内電子配信シ
ステムへ航空機用ソフトウェアパーツを送信すること
をさらに含む、請求項５に記載のコンピュータによって実行される方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０６６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０６６１】
　異なる有利な実施形態の記載は、図示及び説明の目的のために提示されたものであり、
包括的、又は開示された形の実施形態に限定するように意図されたものではない。当業者
には多数の修正及び変形例が明らかである。さらに、他の有利な実施形態と比較して、異
なる有利な実施形態により異なる利点を得ることが可能である。選択された一又は複数の
実施形態は、実施形態及び実際の応用形態の原理を最適に説明するため、また、当業者が
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、考えられる特定の使用に好適である様々な修正を施した様々な実施形態の開示を理解で
きるように選択され記載されたものである。
　また、本発明は以下に記載する態様を含む。
（態様１）
　データ処理システムに関連し、一連の航空機の一連の航空機用ソフトウェアパーツを管
理するライブラリー；
　複数の航空機用ソフトウェアパーツを受信し、ライブラリーへ一連の航空機用ソフトウ
ェアパーツを送信できる受信モジュール；
　ライブラリーと通信し、一連の航空機クライアントに対応できるプロキシ・サーバー；
　一連の航空機のうちの一の航空機の機内電子配信システムであって、一連の航空機クラ
イアントのうちの一の航空機クライアントであり、プロキシ・サーバーを介してライブラ
リーから航空機の航空機用ソフトウェアパーツを受信できる機内電子配信システム；及び
、
　航空機の機内電子配信システムへ航空機用ソフトウェアパーツを送信するための代替ル
ートを提供するポータブルソフトウェアメンテナンスツール
を備える、航空機用ソフトウェアパーツ管理装置。
（態様２）
　ライブラリーにより、航空機用ソフトウェアパーツを含むクレートが作成され、航空機
用ソフトウェアパーツがクレートに格納されて機内電子配信システムへ送信される、態様
１に記載の航空機用ソフトウェアパーツ管理装置。
（態様３）
　プロキシ・サーバーがデータ処理システムに関連している、態様１に記載の航空機用ソ
フトウェアパーツ管理装置。
（態様４）
　プロキシ・サーバーに接続して航空機用ソフトウェアパーツを受信するポータブルソフ
トウェアメンテナンスツールが、航空機用ソフトウェアパーツとともに機内電子配信シス
テムを備える航空機上へ移動され、機内電子配信システムへ航空機用ソフトウェアパーツ
を転送するために、機内電子配信システムへ接続される、態様１に記載の航空機用ソフト
ウェアパーツ管理装置。
（態様５）
　機内電子配信システムによって、航空機上の一連の列線交換ユニットからプロキシ・サ
ーバーへデータがダウンリンクされて、ダウンリンクデータが形成され、プロキシ・サー
バーにより、ダウンリンクデータがライブラリーへ送信されて保存される、態様１に記載
の航空機用ソフトウェアパーツ管理装置。
（態様６）
　航空機用ソフトウェアパーツが、クレートに格納されてライブラリーから機内電子配信
システムへ移動される、態様１に記載の航空機用ソフトウェアパーツ管理装置。
（態様７）
　複数の航空機用ソフトウェアパーツを管理するための、コンピュータによって実行され
る方法であって：
　ライブラリーに航空機用ソフトウェアパーツを保存すること；
　航空機用ソフトウェアパーツに対する航空機を特定して、特定された航空機を形成する
こと；
　ライブラリーからプロキシ・サーバーへ航空機用ソフトウェアパーツを送信すること；
及び
　プロキシ・サーバーから特定された航空機上の機内電子配信システムへ航空機用ソフト
ウェアパーツを送信すること
を含む、コンピュータによって実行される方法。
（態様８）
　プロキシ・サーバーから特定された航空機上の機内電子配信システムへ航空機用ソフト
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ウェアパーツを送信するステップが、
　通信リンクを使用して、プロキシ・サーバーから特定された航空機上の機内電子配信シ
ステムへ航空機用ソフトウェアパーツを送信すること
を含む、態様７に記載のコンピュータによって実行される方法。
（態様９）
　プロキシ・サーバーから特定された航空機上の機内電子配信システムへ航空機用ソフト
ウェアパーツを送信するステップが、
　ポータブルソフトウェアメンテナンスツールを使用して、プロキシ・サーバーから特定
された航空機上の機内電子配信システムへ航空機用ソフトウェアパーツを送信すること
を含む、態様７に記載のコンピュータによって実行される方法。
（態様１０）
　保存するステップが、
　サプライヤから航空機用ソフトウェアパーツを受信して、受信された航空機用ソフトウ
ェアパーツを形成すること；
　航空機用ソフトウェアパーツを処理して、処理された航空機用ソフトウェアパーツを形
成すること；及び
　処理された航空機用ソフトウェアパーツをライブラリーに保存すること
を含む、態様７に記載のコンピュータによって実行される方法。
（態様１１）
　プロキシ・サーバーを介してライブラリーから機内電子配信システムへコマンドを送信
して、航空機からデータをダウンロードすること；及び
　コマンドの送信に応答して、プロキシ・サーバーを介してライブラリーでデータを受信
すること
をさらに含む、態様７に記載のコンピュータによって実行される方法。
（態様１２）
　ポータブルコンピュータ上で、ライブラリーからソフトウェアメンテナンスツールへ航
空機用ソフトウェアパーツを送信すること；
　航空機用ソフトウェアパーツを有するポータブルコンピュータを航空機へ移動すること
；
　ポータブルコンピュータを航空機へ移動した後に、ソフトウェアメンテナンスツールと
航空機上の機内電子配信システムとの間に通信リンクを確立して、確立された通信リンク
を形成すること；及び
　確立された通信リンクを介して、ソフトウェアメンテナンスツールから機内電子配信シ
ステムへ航空機用ソフトウェアパーツを送信すること
をさらに含む、態様７に記載のコンピュータによって実行される方法。
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